佐田岬半島ミュージアム入館料減免申請書

	入　　館　　日
	年　　　　　月　　　　　日

	減免理由
	伊方町文化交流施設管理運営規則

第６条　条例第７条の規則で定める場合は、次に掲げる者が入館する場合とする。

□　(１)　身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病
者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障
害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳。）を所持する者

□ (２)　厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳を所持する者
□ (３)　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の
規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

□ (４)　前３号に掲げる者（以下「身体障害者等」という。）の介護者

□ (５)　前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特別の理由があると認める者
　　　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	減　　免　　額
	大　　　人：@\300×　　　　　　人　＝　　　　　　　　　　　円

	
	【高齢者(65歳以上)、高校生、15名以上の団体の場合】

（　　　　　）：@\200×　　　　　　人　＝　　　　　　　　　　　円

	
	合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	伊方町 教育委員会　様
上記のとおり佐田岬半島ミュージアムの入館料を減免されたく申請します。

年　　　　　月　　　　　日

使用団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　 印

	許　可　証
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
上記の減免申請を許可します。

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
伊方町教育委員会　　　印　　


	備　　考
	


